
規 則

�愛媛県規則第５６号
愛媛県会計規則及び愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則及び愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

（愛媛県会計規則の一部改正）

第１条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 地方局長に委任させる事務は、当該地方局に属する会計事務

のうち、次に掲げるものとする。

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する徴収金及び

地方法人特別税の収納及び保管

イ 地方税法に規定する徴収金及び地方法人特別税の徴収に伴

う歳入歳出外現金等の受入れ及び保管

�～� 省略

２ 出納員をして現金取扱員及び物品取扱員に委任させる事務は、

次のとおりとする。

� 地方局長から徴税吏員たる現金取扱員に委任させる事務は、

次に掲げるものとする。ただし、地方局内において収納される

ものを除く。

ア 地方税法に規定する徴収金及び地方法人特別税の収納及び

保管

イ 地方税法に規定する徴収金及び地方法人特別税の徴収に伴

う歳入歳出外現金等の受入れ及び保管

�～� 省略

（証券につき支払がなかつた場合の取扱い）

第２９条 省略

２ 室長以外の出納員又は現金取扱員は、指定金融機関等から支払

拒絶証券通知書の送付を受けたときは、領収済額取消通知書によ

り歳入徴収者及び会計管理者又は室長に通知しなければならな

い。ただし、地方税法に規定する徴収金及び地方法人特別税に係

るものについては、この限りでない。

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 地方局長に委任させる事務は、当該地方局に属する会計事務

のうち、次に掲げるものとする。

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する徴収金

の収納及び保管

イ 地方税法に規定する徴収金 の徴収に伴

う歳入歳出外現金等の受入れ及び保管

�～� 省略

２ 出納員をして現金取扱員及び物品取扱員に委任させる事務は、

次のとおりとする。

� 地方局長から徴税吏員たる現金取扱員に委任させる事務は、

次に掲げるものとする。ただし、地方局内において収納される

ものを除く。

ア 地方税法に規定する徴収金 の収納及び

保管

イ 地方税法に規定する徴収金 の徴収に伴

う歳入歳出外現金等の受入れ及び保管

�～� 省略

（証券につき支払がなかつた場合の取扱い）

第２９条 省略

２ 室長以外の出納員又は現金取扱員は、指定金融機関等から支払

拒絶証券通知書の送付を受けたときは、領収済額取消通知書によ

り歳入徴収者及び会計管理者又は室長に通知しなければならな

い。ただし、地方税法に規定する徴収金 に係

るものについては、この限りでない。
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３・４ 省略

（不納欠損）

第３３条 省略

２ 歳入徴収者は、前項の規定による不納欠損の手続をしたとき

は、当該不納欠損決議書兼通知書を会計管理者又は室長に送付し

なければならない。ただし、地方税法に規定する徴収金及び地方

法人特別税に係るものについては、この限りでない。

（小切手の記載事項）

第９３条 会計管理者又は室長が振り出す小切手には、会計区分及び

歳入又は歳出の区分を付記しなければならない。この場合におい

て、過誤納金の払戻しに係る小切手には、県税及び地方法人特別

税に係るものにあつては「県税等払戻し」と、その他のものにあ

つては「歳入払戻し」と表面余白に朱書しなければならない。

２・３ 省略

（決算資料の提出）

第１１３条 省略

２～４ 省略

５ 第１項から第３項までの規定は、地方税法に規定する徴収金及

び地方法人特別税に係るものについては、適用しない。

（歳入歳出外現金等の区分）

第１１５条 県が保管する歳入歳出外現金等は、次表により区分する

ものとする。

３・４ 省略

（不納欠損）

第３３条 省略

２ 歳入徴収者は、前項の規定による不納欠損の手続をしたとき

は、当該不納欠損決議書兼通知書を会計管理者又は室長に送付し

なければならない。ただし、地方税法に規定する徴収金

に係るものについては、この限りでない。

（小切手の記載事項）

第９３条 会計管理者又は室長が振り出す小切手には、会計区分及び

歳入又は歳出の区分を付記しなければならない。この場合におい

て、過誤納金の払戻しに係る小切手には、県税

に係るものにあつては「県税払戻し 」と、その他のものにあ

つては「歳入払戻し」と表面余白に朱書しなければならない。

２・３ 省略

（決算資料の提出）

第１１３条 省略

２～４ 省略

５ 第１項から第３項までの規定は、地方税法に規定する徴収金

に係るものについては、適用しない。

（歳入歳出外現金等の区分）

第１１５条 県が保管する歳入歳出外現金等は、次表により区分する

ものとする。

歳入歳出外現金 省略

住民税の特例滞納処分による徴収金

地方法人特別税

省略

歳入歳出外現金 省略

住民税の特例滞納処分による徴収金

省略

省略 省略

（過年度に属する繰越未収入金計算書の提出）

第１８４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定は、地方税法に規定する徴収金及び地方法人特別

税に係るものについては、これを適用しない。

（指定金融機関等の収納手続）

第２００条 省略

２・３ 省略

４ 総括店又は代理総括店は、納入に関する書類並びに総括店にあ

つては前項の規定により送付された領収済通知書及び収納集計表

に基づいて本庁及び各地方局別に日計表（様式第９１号）を２部作

成し、１部は納入に関する書類及び総括店にあつては収納集計表

に添えて保管し、他の１部は領収済通知書並びに総括店にあつて

は国庫金等の振込みに係るものがあるときは国庫金等振込通知書

（様式第９２号）及び収納集計表を添えて速やかに会計管理者又は

室長（地方税法の規定による徴収金及び地方法人特別税について

は、地方局長）に送付しなければならない。

５・６ 省略

（過年度に属する繰越未収入金計算書の提出）

第１８４条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定は、地方税法に規定する徴収金

に係るものについては、これを適用しない。

（指定金融機関等の収納手続）

第２００条 省略

２・３ 省略

４ 総括店又は代理総括店は、納入に関する書類並びに総括店にあ

つては前項の規定により送付された領収済通知書及び収納集計表

に基づいて本庁及び各地方局別に日計表（様式第９１号）を２部作

成し、１部は納入に関する書類及び総括店にあつては収納集計表

に添えて保管し、他の１部は領収済通知書並びに総括店にあつて

は国庫金等の振込みに係るものがあるときは国庫金等振込通知書

（様式第９２号）及び収納集計表を添えて速やかに会計管理者又は

室長（地方税法の規定による徴収金 について

は、地方局長）に送付しなければならない。

５・６ 省略

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第２条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総務部各課の所掌事務） （総務部各課の所掌事務）

愛 媛 県 報平成２０年１０月１日 第２００３号外１

２



告 示

第７条 省略

２・３ 省略

４ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税及び地方法人特別税の賦課徴収に関すること。

� 県税及び地方法人特別税に伴う諸収入金に関すること。

� 県税及び地方法人特別税の納税奨励に関すること。

� 都道府県税及び地方法人特別税の徴収処分の嘱託及び受託に

関すること。

�～� 省略

５～７ 省略

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 県税及び地方法人特別税の賦課徴収その他財務に関するこ

と。

	 省略

２～４ 省略

第７条 省略

２・３ 省略

４ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税 の賦課徴収に関すること。

� 県税 に伴う諸収入金に関すること。

� 県税納税奨励 に関すること。

� 都道府県税徴収処分 の嘱託及び受託に

関すること。

�～� 省略

５～７ 省略

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 県税 の賦課徴収その他財務に関するこ

と。

	 省略

２～４ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１４１６号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

平成２０年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

一 指定金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等


・� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 主管取扱店

一 指定金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等


・� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 主管取扱店

名 称 位 置 取り扱う事務の範囲 名 称 位 置 取り扱う事務の範囲

伊予銀行愛媛県

庁支店

松山市一番町四丁目

４の２

本庁及び中予地方局

管内各地方機関に係

る事務

伊予銀行愛媛県

庁支店

松山市一番町四丁目

４の２

本庁及び松山地方局

管内各地方機関に係

る事務

伊予銀行今治支

店

今治市常盤町四丁目

２番地１

今治地方局管内各地

方機関に係る事務

伊予銀行西条支

店

西条市大町字弁財天

６８１番地の１

東予地方局管内各地

方機関に係る事務

伊予銀行西条支

店

西条市大町字弁財天

６８１番地の１

西条地方局管内各地

方機関に係る事務

伊予銀行八幡浜

支店

八幡浜市３８０番地の１ 八幡浜地方局管内各

地方機関に係る事務

伊予銀行宇和島

支店

宇和島市新町二丁目

８の３

南予地方局 管内各

地方機関に係る事務

伊予銀行宇和島

支店

宇和島市新町二丁目

８の３

宇和島地方局管内各

地方機関に係る事務

省略 省略

３ 省略

二 指定代理金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

３ 省略

二 指定代理金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等
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訓 令

� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 代理主管取扱店

� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 代理主管取扱店

名 称 位 置 取り扱う事務の範囲 名 称 位 置 取り扱う事務の範囲

愛媛銀行県庁支

店

松山市一番町四丁目

４の２

本庁及び中予地方局

管内各地方機関に係

る事務

愛媛銀行県庁支

店

松山市一番町四丁目

４の２

本庁及び松山地方局

管内各地方機関に係

る事務

愛媛銀行今治支

店

今治市大正町一丁目

２の１０

今治地方局管内各地

方機関に係る事務

愛媛銀行西条支

店

西条市大町字弁財天

６８７番地の６

東予地方局管内各地

方機関に係る事務

愛媛銀行西条支

店

西条市大町字弁財天

６８７番地の６

西条地方局管内各地

方機関に係る事務

愛媛銀行八幡浜

支店

八幡浜市字川通１４６０

番地の第３

八幡浜地方局管内各

地方機関に係る事務

愛媛銀行宇和島

支店

宇和島市栄町港三丁

目７番１５号

南予地方局 管内各

地方機関に係る事務

愛媛銀行宇和島

支店

宇和島市栄町港三丁

目７番１５号

宇和島地方局管内各

地方機関に係る事務

省略 省略

３ 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

３ 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

名 称 位 置 名 称 位 置

�～� 省略

� 株式会社商工組合中央

金庫

省略

�～� 省略

� 商工組合中央金庫 省略

� 省略 � 省略

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

税

務

課

１ 県

税及

び地

１～４ 省略 税

務

課

１ 県

税

１～４ 省略

５ 地方法人特別税に関する総

務大臣への報告（地方法人特

○
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方法

人特

別税

の賦

課徴

収に

関す

る事

務

別税等に関する暫定措置法第

２０条第１項、第２項）

の賦

課徴

収に

関す

る事

務

２ 地

方譲

与税

の調

定決

議に

関す

る事

務

１ 地方法人特別譲与税、地方

道路譲与税、石油ガス譲与税

及び航空機燃料譲与税の調定

決議

○ ２ 地

方譲

与税

の調

定決

議に

関す

る事

務

１ 地方

道路譲与税、石油ガス譲与税

及び航空機燃料譲与税の調定

決議

○

３ 省

略

３ 省

略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

局

長

専決者 局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

税

務

課

１・２

省略

税

務

課

１・２

省略

３ 県

の徴

収金

の徴

収に

関す

る事

務

１ 省略 ３ 県

の徴

収金

の徴

収に

関す

る事

務

１ 省略

２ 県税及び地方法人特別税並びに

これらに伴う徴収金の欠損処分に

関すること。

○ ２ 県税及びこれ

に伴う徴収金の欠損処分に

関すること。

○

３ 省略 ３ 省略

４ 県税及び地方法人特別税に係る

延滞金の免除に関すること。

○ ４ 県税 に係る

延滞金の免除に関すること。

○

５ 省略 ５ 省略

４ 省

略

４ 省

略

５ 県

税及

び地

方法

１ 県税及び地方法人特別税の更正

及び決定並びに加算金の決定に関

すること。

５ 県

税

１ 県税 の更正

及び決定並びに加算金の決定に関

すること。

�・� 省略 �・� 省略
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人特

別税

の賦

課に

関す

る事

務

２～７ 省略

の賦

課に

関す

る事

務

２～７ 省略

８ その他県税及び地方法人特別税

の賦課に関すること。

８ その他県税

の賦課に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

６ 県

税及

び地

方法

人特

別税

の犯

則取

締り

に関

する

事務

１～３ 省略 ６ 県

税

の犯

則取

締り

に関

する

事務

１～３ 省略

７ 省

略

７ 省

略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 省略

２ 省略

３ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税及び地方法人特別税並びにこれらに伴う徴収金（以下

「県の徴収金」という。）に係る債権の管理に関すること。

� 県の徴収金に係る納税等の証明（他の地方局長が課税した自

動車税に係る道路運送車両法第９７条の２第１項の規定による継

続検査のための証明並びに県税及び地方法人特別税に係る未納

がない旨の証明を含む。第１３条第２項第１０号において同じ。）

に関すること。

�～� 省略

� 県税及び地方法人特別税の納税奨励に関すること。

� 県税及び地方法人特別税並びにこれらに伴う徴収すべき金額

の賦課決定に関すること。

� 県税及び地方法人特別税の犯則取締りに関すること。

� 省略

４～７ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～１８ 省略

１９ 納税室長及び納税班長は、上司の命を受け、県の徴収金の滞納

処分並びに県税及び地方法人特別税の納税奨励に関する事務を掌

理する。

（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 省略

２ 省略

３ 税務課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 県税及びこれ に伴う徴収金（以下

「県の徴収金」という。）に係る債権の管理に関すること。

� 県の徴収金に係る納税等の証明（他の地方局長が課税した自

動車税に係る道路運送車両法第９７条の２第１項の規定による継

続検査のための証明及び県税 に係る未納

がない旨の証明を含む。第１３条第２項第１０号において同じ。）

に関すること。

�～� 省略

� 県税 の納税奨励に関すること。

� 県税及びこれ に伴う徴収すべき金額

の賦課決定に関すること。

� 県税 の犯則取締りに関すること。

� 省略

４～７ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～１８ 省略

１９ 納税室長及び納税班長は、上司の命を受け、県の徴収金の滞納

処分及び県税 の納税奨励に関する事務を掌

理する。
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２０～３３ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長（中予地方局長以外の地方局長に提出された申請書又

は旅券に係る第４号の４から第４号の１０までの事務（第４号の５

の事務のうち、知事が自ら処理することが適当であると認めたも

のを除く。）及び知事が受理した申請書に係る第４号の５の事務

のうち知事が地方局長が処理することが適当であると認めたもの

にあつては、当該地方局長。ただし、一の地方局長が受理した申

請書に係る同号の事務で、知事が他の地方局長が処理することが

適当であると認めたものにあつては、当該他の地方局長）に委任

する事務のうち、総務企画部に関するものは、別に定めるものを

除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１２ 省略

� 県税及び地方法人特別税の賦課徴収に関すること。ただし、

次に掲げるものを除く。

ア～ウ 省略

� 県税及び地方法人特別税に伴う徴収金に関すること。ただ

し、核燃料税に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算

金の決定に関することを除く。

�～�１１７ 省略

３～６ 省略

２０～３３ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長（中予地方局長以外の地方局長に提出された申請書又

は旅券に係る第４号の４から第４号の１０までの事務（第４号の５

の事務のうち、知事が自ら処理することが適当であると認めたも

のを除く。）及び知事が受理した申請書に係る第４号の５の事務

のうち知事が地方局長が処理することが適当であると認めたもの

にあつては、当該地方局長。ただし、一の地方局長が受理した申

請書に係る同号の事務で、知事が他の地方局長が処理することが

適当であると認めたものにあつては、当該他の地方局長）に委任

する事務のうち、総務企画部に関するものは、別に定めるものを

除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１２ 省略

� 県税 の賦課徴収に関すること。ただし、

次に掲げるものを除く。

ア～ウ 省略

� 県税 に伴う徴収金に関すること。ただ

し、核燃料税に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算

金の決定に関することを除く。

�～�１１７ 省略

３～６ 省略

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第４条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第５４条関係） 文書保存期間基準 別表（第５４条関係） 文書保存期間基準

保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年 保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略 省略

財務会計

等

省略 財務会計

等

省略

県税及

び地方

法人特

別税の

賦課徴

収に関

する文

書で重

要なも

の

県税及

び地方

法人特

別税の

賦課徴

収に関

する文

書

県税及

び地方

法人特

別税の

賦課徴

収に関

する文

書で軽

易なも

の

県税及

び地方

法人特

別税の

賦課徴

収に関

する文

書で特

に軽易

なもの

県税

の

賦課徴

収に関

する文

書で重

要なも

の

県税

の

賦課徴

収に関

する文

書

県税

の

賦課徴

収に関

する文

書で軽

易なも

の

県税

の

賦課徴

収に関

する文

書で特

に軽易

なもの

省略 省略

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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